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第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、独立行政法人日本貿易保険（以下「法人」という。）の臨時事務職員の就

業に関する事項を定める。 

２ この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令による。 

（定義） 

第２条 臨時事務職員とは、主として補助的業務に従事する者であって、法人と契約期間の定め

のある労働契約を締結している者をいう。 

 

 

第２章 労働契約 

 

（臨時事務職員の採用） 

第３条 臨時事務職員の採用は、書類及び採用面接の選考手続きにより行う。 

（雇用契約） 

第４条 臨時事務職員の雇用期間は１年以内とし、本人との合意に基づき雇用契約書で定める。

ただし、就業規則第９条（定年）を準用し、同条第１項に定められた退職日を超えないものと

する。 

２ 法人は、次の各号に掲げる事項（雇用契約書で別に定めた事項があるときは、当該その事項

を含む。）を総合的に勘案の上、相当と認めた場合に、臨時事務職員本人との合意に基づく労

働条件に従い、雇用契約の期間を更新することがある。ただし、その期間は、初めてその者を

採用した日から３年に達する日までに終了するものとする。 

一 契約期間満了時の業務量 

二 本人の勤務成績、態度 

三 本人の能力 

四 法人の経営状況 

五 従事している業務の進捗状況 

（退職） 

第５条 臨時事務職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは退職とし、次の各号に定

める事由に応じて、それぞれ定められた日を退職の日とする。 

一 労働契約の期間が満了したとき･･･契約期間満了日 



二 本人が死亡したとき･･･死亡した日 

三 本人の都合により退職を願い出て法人が承認したとき･･･法人が退職日として承認した日 

（自己都合による退職手続き） 

第６条 臨時事務職員が自己の都合により退職しようとするときは、退職希望日の１か月前まで

に法人に退職届を提出しなければならない。 

（解雇） 

第７条 臨時事務職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇する。 

一 臨時事務職員が精神又は身体の障害により業務に耐えられないと認められる場合 

二 臨時事務職員の職務遂行の能力又は能率が著しく劣り、かつ、上達の見込みが乏しいと認

められる場合 

三 法人の業務が継続できなくなった場合、その他やむを得ない業務上の都合により必要を生

じた場合 

四 前各号に準ずるやむを得ない事由が生じた場合 

２ 前項にかかわらず、出産休暇の期間及びその後３０日間、並びに公傷病休暇の期間及びその

後３０日間は解雇しない。ただし、労働基準法に定める打切補償を行った場合、又は天災事変

その他やむを得ない事情により事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の

認定を得たときは、この限りではない。 

（解雇予告） 

第８条 法人は、前条の定めにより臨時職員を解雇する場合は、３０日前までに本人に予告し、

又は平均賃金の３０日分に相当する予告手当を支給する。 

２ 前項の予告日数については、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。 

３ 前２項の規定は、次の各号に掲げる場合には適用しない。 

一 日々雇い入れられる者で雇用期間が１か月を超えない者を解雇する場合 

二 ２か月以内の期間を定めて雇用した者を当初の契約期間中に解雇する場合 

三 本人の責めに帰すべき事由によって解雇するときであって、所轄労働基準監督署長の認定

を受けた場合 

四 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となったことにより解雇する

ときであって、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合 

（貸与品、債務の返済） 

第９条 臨時事務職員が退職し、又は解雇された場合は、遅滞なく法人から貸与された物品を返

却しなければならない。 

２ 退職し、又は解雇された臨時事務職員が法人に返済すべき債務がある場合は、退職又は解雇

の後速やかにこれを完済しなければならない。 

 

 

第３章 勤 務 

 

（勤務時間及び休憩時間） 

第１０条 勤務時間については、本人との合意に基づき、１週間２０時間未満及び１日７時間３

０分以内の範囲で雇用契約書に定める。 



２ 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、以下の条件を基本として本人の希望、勤務態様等を

勘案の上、個別に雇用契約書に定める。 

 一 始業時間・・・午前９時００分 

 二 終業時間・・・午後５時３０分 

 三 休憩時間・・・正午から午後１時００分 

３ 前項の始業及び終業の時刻は、業務の都合その他やむを得ない事情により繰り上げ又は繰り

下げることがある。 

（時間外勤務及び休日勤務） 

第１１条 臨時事務職員には、時間外勤務及び休日勤務は命じない。ただし、業務上やむを得な

い場合であって、本人の同意を得た場合はこの限りでない。 

（出退勤） 

第１２条 就業規則第２０条（出退勤）を準用する。 

（遅刻、早退及び私用外出） 

第１３条 就業規則第２１条（遅刻、早退及び私用外出）を準用する。 

（欠勤の手続き） 

第１４条 就業規則第２２条（欠勤の手続き）を準用する。 

（欠勤等の給与） 

第１５条  欠勤、遅刻、早退若しくは私用外出した時間については、日給又は時間給に欠勤、遅

刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じて得た額を差し引くものとする。 

２ 前項の日給における１時間あたりの時間給は、日給単価に７．５を除して得た額とする。 

３ 第１項の定めにかかわらず、第１４条又は前条の承認を受けたときは、本人の申し出によ

り、遅刻、早退若しくは私用外出又は欠勤を年次有給休暇に振り替えることができる。ただ

し、振替単位は１日又は半日とする。 

（直行及び直帰） 

第１６条 就業規則第２４条（直行及び直帰）を準用する。 

（保育時間） 

第１７条 生後１年未満の子を育てる女性臨時事務職職員は、あらかじめ申し出て、休憩時間と

は別に１日２回（１日の所定労働時間が４時間以内の者は１回）それぞれ３０分の保育時間を

取得することができる。 

２ 保育時間については、給与を支給しない。 

（公民権行使） 

第１８条 臨時事務職員は、選挙その他公民としての権利を行使する必要がある場合は、あらか

じめ申し出て、勤務時間中必要な時間をそのために使うことができる。ただし、業務に支障を

きたすおそれがある場合は、その時間の変更を指示することがある。 

２ 前項の場合は、給与を支給しない。 

（年次有給休暇） 

第１９条 法人は、所定労働日の８割以上出勤した臨時事務職員に対し、週所定労働日数（週所

定労働日数が一定しない者は年間所定労働日数）及び勤務期間に応じて、次表に定める年次有

給休暇を付与する。 

 



週所定 

労働日数 

年間所定 

労働日数 

勤続期間 

６か月 
１年 

６か月 

２年 

６か月 

４日 １６９～２１６日 ７日 ８日 ９日 

３日 １２１～１６８日 ５日 ６日 ６日 

２日 ７３～１２０日 ３日 ４日 ４日 

１日  ４８～ ７２日 １日 ２日 ２日 

２ 年次有給休暇を取得しようとする者は、所定の手続きによりあらかじめ申し出なければなら

ない。 

３ 年次有給休暇は、所定の出勤日以外の日について取得することはできない。 

４ 年次有給休暇は、原則として１日を単位として与えるものとするが、必要に応じて半日単位

で与えることができる。 

５ 年次有給休暇は、付与された日より２年間の間に取得することができる。ただし、雇用契約

期間中に限る。 

６ 年次有給休暇については、給与を支給する。 

（生理休暇及び出産休暇） 

第２０条 生理日の就業が著しく困難な場合は、申し出により、生理休暇を取得することができ

る。 

２ ６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産する予定の臨時事務職員について、申し出

により、出産休暇を取得することができる。 

３ 産後８週間を経過しない間は、出産休暇とする。ただし、産後６週間を経過し、本人が申し

出た場合は、業務につかせることができる。 

４ 生理休暇及び出産休暇については、給与を支給しない。 

（私傷病休暇） 

第２１条 臨時事務職員が業務外で負傷し、又は疾病にかかり、療養のため連続４日以上出勤で

きない場合は、申し出により、４日目から私傷病休暇を取得することができる。 

２ 私傷病休暇は３か月を限度とする。 

３  ３か月以上の治療及び療養が必要であり、勤務時間のうち一定時間勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合は、申し出により、私傷病休暇を時間単位で取得することができる。

ただし、時間単位の取得による私傷病休暇は、１月１日から１２月３１日までの１年間に３０

日を限度とする。 

４ 私傷病休暇については、給与を支給しない。 

（公傷病休暇） 

第２２条 就業規則第３８条（公傷病休暇）を準用する。 

（看護休暇） 

第２３条 中学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する臨時事務職員が、その子供の

負傷若しくは疾病、又は予防接種や健康診断を受けさせるために勤務することが出来ない場合

は、申し出により看護休暇を取得することができる。 



２ 看護休暇は、当該子が１人の場合は年間５労働日に相当する時間数、２人以上の場合は年間

１０労働日に相当する時間数を限度とし、取得単位は１時間を単位として取得するものとす

る。 

３ 年度開始日において３歳に達していない子と同居し、養育する臨時事務職員については、前

項に加え、当該子の人数に関わらず年間５労働日に相当する時間数を限度とし、取得単位は１

時間を単位として取得することができるものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、労使協定で除外された以下の者は、看護休暇を取得することがで

きない。 

 一 勤続６か月未満の場合 

 二 １週間の所定労働日数が２日以下の場合 

５ 看護休暇については、給与を支給しない。 

（介護休暇） 

第２４条 介護休業規則第３条（休業の対象者）に定める対象家族を介護する臨時事務職員が、

その介護により、勤務することが出来ない場合は、申し出により介護休暇を取得することがで

きる。 

２ 介護休暇は、当該家族が１人の場合は年間５労働日に相当する時間数、２人以上の場合は年

間１０労働日に相当する時間数を限度とし、取得単位は１時間を単位として取得するものとす

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、労使協定で除外された以下の者は、介護休暇を取得することがで

きない。 

 一 勤続６か月未満の場合 

 二 １週間の所定労働日数が２日以下の場合 

４ 介護休暇については、給与を支給しない。 

（介護支援休暇） 

第２５条 次に掲げる者の介護、若しくは通院・入退院等の付き添い、又はその他必要な世話を

するために勤務することが出来ない場合は、申し出により介護支援休暇を取得することができ

る。 

 一 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）及び

その父母 

 二 父母及び子 

２ 介護支援休暇は、年間５日を限度とし、取得単位は半日を単位として取得するものとする。 

３ 介護支援休暇については、給与を支給しない。 

（特別休暇） 

第２６条 臨時事務職員が次の各号のいずれかに該当する場合で勤務しないことが相当であると

認められるときは、申し出により、当該各号に定める日数（第３号から第５号までに該当する

場合で葬儀のため遠隔の地に赴くときは、往復に要する日数を加えた日数）を限度として、特

別休暇を与える。 

 一 本人が結婚する場合 ５日 

 二 配偶者が出産する場合 ２日 

 三 配偶者、子又は父母が死亡した場合 ５日 



 四 祖父母、兄弟姉妹又は配偶者の父母が死亡した場合 ３日 

 五 ３親等内の血族又は２親等内の姻族が死亡した場合 １日 

  六 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が罹災した場合 ７日の範囲内 

 七 その他法人が必要と認める場合 法人が必要と認める日数 

２ 前項第１号及び第３号から第５号までに該当する場合の特別休暇は、連続（休日を含む。）し

て取得するものとする。 

３ 特別休暇については、給与を支給しない。 

（休暇の手続き） 

第２７条 臨時事務職員が生理休暇、出産休暇、私傷病休暇、公傷病休暇、看護休暇、介護休

暇、介護支援休暇及び特別休暇を受けようとする場合は、所定の手続により申し出て承認を得

なければならない。 

２ 前項の申出者は、法人の指示がある場合には、事実などを証明する書類を提出しなければな

らない。 

 

 

第４章 給与等 

 

（給与） 

第２８条 臨時事務職員に支給する給与（基本給をいう。）は、時間給もしくは日給とし、職務

内容、技能、経験、職務遂行能力等を考慮して、臨時事務職員雇用契約書で別に定める。 

２ 臨時事務職員に時間外及び休日勤務をさせた場合は、時間外手当として割増賃金を支給す

る。時間外手当は、１時間あたり支給することとし、１時間あたりの単価は、給与規則２０条

を準用し、同条第２項各号の区分に応じ、当該各号に定める係数を時間給、又は日給単価に

７．５を除した額に乗じた額とする。 

３ 通勤手当は、勤務日に応じて実費（往復運賃代）を支給とする。 

（給与の計算と支給日） 

第２９条 給与は、前月１日から末日までについて計算し、毎月１８日（支払日が休日にあたる

場合はその前日）に本人が指定する銀行その他の金融機関の本人名義の口座に振り込むものと

する。ただし、次に掲げるものは法令で求められる場合は、これを控除する。 

一 所得税及び地方税 

二 健康保険料（介護保険料を含む。）、厚生年金保険料及び雇用保険料の被保険者負担分 

三 給与から控除することについて書面により協定されたもの 

（賞与） 

第３０条 賞与は支給しない。 

（退職金） 

第３１条 退職金は支給しない。 

 

 

第５章 その他 

 



（服務規律） 

第３２条 就業規則第５章（服務規律）を準用する。 

（懲戒） 

第３３条 懲戒については、就業規則第６章第２節（懲戒等）を準用する。 

（表彰及び懲戒の機関） 

第３４条 表彰及び懲戒の機関については、就業規則第６章第３節（賞罰委員会）を準用する。 

（安全衛生） 

第３５条 安全衛生については、就業規則第６３条（安全及び衛生）及び第６４条（災害処置）

を準用する。 

（病者等に対する就業禁止等） 

第３６条 法人は、臨時事務職員に対し、必要と認めた場合には業務の変更、勤務時間の短縮、

出勤停止、もしくは医療機関の受診等を指示することがある。なお、この期間については給与

を支給しない。 

２ 法人は、次の各号のいずれかに該当する臨時事務職員については、就業を禁止する。 

一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者 

二 心臓、じん臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある疾病にかかっ

た者 

三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定める疾病にかかった者 

四 前各号の他、感染症法等の法令に定める疾病にかかった者 

３ 前項の規定にかかわらず、法人は臨時事務職員の心身の状況が業務に適しないと判断した場

合、その就業を禁止することがある。 

４ 第２項及び第３項の就業の禁止の間は給与を支給しない。 

（災害補償） 

第３７条 災害補償については、就業規則第８章（災害補償）を準用する。 

（研修） 

第３８条 就業規則第９章（研修）を準用する。 

（社会保険の加入） 

第３９条 法人は、臨時事務職員について、労働保険、社会保険など、常態として法令に定めら

れた基準に達したときは加入の手続きをとる。 

 

 

附 則 

 この規則は、平成１５年４月１日から実施する。 

附 則 

 １ この規則は、平成２８年３月１日から実施する。 

２ この規則の施行日以前に採用された契約職員に対する本規則の適用については、従前の例

による。 

 

 


